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東日本大震災農業生産対策交付金については、先に東日本大震災

農業生産対策交付金実施要綱（平成２３年５月２日付け２３生産第

７２０号農林水産事務次官依命通知）が定められたところであるが、

その細部について、東日本大震災農業生産対策交付金実施要領を別



紙のとおり定めたので、御了知の上、本交付金の実施につき、適切

な御指導をお願いする。
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東日本大震災農業生産対策交付金実施要領

第１ 対策の実施等

１ 成果目標の基準及び目標年度

（１）成果目標の基準

東日本大震災農業生産対策交付金実施要綱(平成23年５月２日付け23生産

第720号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第２の２の農林

水産省生産局長、農村振興局長及び政策統括官（以下「生産局長等」という。）

が別に定める成果目標の基準は、次のいずれかとする。

ア 東日本大震災に起因する施設、機械、生産資材、農地等への被害の復旧

等に関する取組にあっては、営農活動等が被災前に比べ概ね同程度以上に

復旧すること。

イ 津波や放射性物質等の影響から、生産や販売を回復するために必要な生

産、流通又は保管に関する技術並びに当該技術体系を確立すること。

ウ 農産物の生産・販売への放射性物質の影響を抑え、持続的に生産活動を

行うこと。

（２）目標年度

ア 推進事業（要綱別表のメニューの欄に定める推進事業をいう。以下同

じ。）に係る成果目標の目標年度は原則として事業実施年度の翌年度とす

る。

イ 整備事業（要綱別表のメニューの欄に定める整備事業をいう。以下同

じ。）に係る成果目標の目標年度は事業実施年度の翌々年度とする。

ただし、次に掲げる事業はこの限りではない。

（ア）要綱別表のメニューの欄の２の（１）のオのうち小規模公害防除につ

いては、事業完了年度から５年以内とする。

（イ）要綱別表のメニューの欄の２の（１）のウのうち果樹については、事

業実施年度から８年後、茶については、事業実施年度から７年後とする。

（ウ）要綱別表のメニューの欄の２の（４）のウからカまで及び２の（５）

にあっては、事業実施年度から６年以内とする。

（３）交付金の配分基準

各都道府県への配分額については、事業実施主体が策定した事業実施計画

（以下「事業実施計画」という。）のうち推進事業及び整備事業それぞれに

係る要望額（以下「要望額」という。）に基づいて配分する。

２ 対策の対象

（１）対象要件

東日本大震災農業生産対策交付金による対策（以下「本対策」という。）

の支援対象は、平成29年４月１日以降に着手・着工したものであって、都道

府県知事が次の要件を満たすと認めるものに限る。

ア １の（１）のアを成果目標とする取組
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（ア）東日本大震災に起因する施設、機械、生産資材、農地等への被害の復

旧等に資する取組であること。

（イ）当該取組により、対象施設の機能又は対象地域作付面積若しくは飼養

頭羽数が平成22年以前と概ね同水準以上になることが確実に見込まれる

こと。

イ １の（１）のイを成果目標とする取組

（ア）津波や放射性物質等の影響による生産力、販売力等の低下からの回復

等に資する取組であること。

（イ）当該取組により、生産、流通及び保管に関する技術の確立若しくは当

該技術体系の確立が確実に見込まれること。

ウ １の（１）のウを成果目標とする取組

別記第２の４の（１）のアの取組を前年度から継続して実施する場合に

おいて、農産物の生産・販売における放射性物質の影響を最大限抑制し、

生産活動を持続するために必要不可欠な取組であること。

（２）対象地域

ア 整備事業の主たる受益地は、原則として、農業振興地域の整備に関する

法律(昭和44年法律第58号)第８条第２項第１号に基づく農業振興地域の農

用地区域及び生産緑地法（昭和49年法律第68号）第３条第１項に基づく生

産緑地地区（以下「生産緑地」という。）とする。

ただし、要綱別表のメニューの欄の２の（４）の畜産物共同利用施設の

うちアからエまで及びカからキまでの施設、２の（５）のアの自給飼料生

産・調製再編施設整備及び２の（５）のイの農業系副産物循環利用体制再

生・確立施設整備、２の（６）の鳥獣被害防止施設については、上記の区

域以外を主たる受益地とすることができる。

イ 野菜、果樹、茶及び花きを対象とする整備事業を実施する場合にあって

は、市街化区域内においても実施できるものとし、この場合の事業内容に

ついては、次に掲げるとおりとする。

（ア）耕種作物小規模土地基盤整備（以下「小規模土地基盤整備」という。）

は、交付対象としないものとする。

（イ）市街化区域（生産緑地を除く。）で実施できる整備事業の内容は、耐

用年数が10年以内のものに限ることとする。

３ 費用対効果分析

事業実施主体は、整備事業の実施に当たり、「強い農業づくり交付金及び農

業・食品産業競争力強化支援事業等における費用対効果分析の実施について」

（平成17年４月１日付け16生産第8452号総合食料局長、生産局長、経営局長通

知。）及び「鳥獣被害防止総合対策交付金における費用対効果分析の実施につ

いて」（平成20年３月31日付け19生産第9426号農林水産省生産局長通知）によ

り費用対効果分析を実施し、投資効率等を十分検討するものとする。施設の機

能向上を伴わない現状復旧等のための整備事業にあっては、費用対効果分析の
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対象外とする。

４ 地域提案

要綱第２の５の地域提案を実施するに当たっては、各都道府県へ交付された

整備事業の交付金総額の20％を上限とするものとする。

その場合、交付率は、類似するメニューの交付率を準用するものとする。

第２ 対策の実施等の手続

１ 事業実施計画の作成等

（１）要綱第３の１の生産局長等が別に定める事業実施計画は、推進事業にあっ

ては別表１に規定する項目を、整備事業にあっては別表２に規定する項目を

含めて作成するものとする。

（２）要綱第３の２の生産局長等が別に定める都道府県事業実施計画は、別紙様

式１号により作成するものとする。

（３）要綱第３の２及び３の生産局長等が別に定める協議は、別紙様式３号及び

４号により行うものとする。

（４）（１）及び（２）の作成に当たっての留意事項は、別記に定めるところに

よるものとする。

２ 実施手続

（１）要綱第３の１の事業実施計画の都道府県知事への提出は、事業実施主体の

うち都道府県及び市町村（地方自治法（昭和22年法律第67号）第284条に定

める一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。）以外の者が事業実施主

体である場合にあっては、市町村長（実施地区の範囲が複数の市町村の区域

に及ぶ場合にあっては、原則として、主たる市町村長（一部事務組合にあっ

ては管理者又は理事、広域連合にあってはその長。以下同じ。）とする。）

を経由するものとする。

ただし、事業実施主体が都道府県の区域を対象とする等広域的な取組を行

う場合にあっては、当該事業実施主体は、事業実施計画について市町村長を

経由せずに都道府県知事に提出することができるものとする。

（２）（１）の場合にあって、実施地区の範囲が複数の市町村の区域に及ぶ場合

には、事業実施主体は、主たる市町村以外の関係する市町村長に当該事業実

施計画の写しを提出するものとする。

（３）市町村長は、（１）の本文に基づき対策の事業実施計画の提出があった場

合は、事業実施主体が作成した事業実施計画について必要な指導及び調整を

行い都道府県知事に提出するものとする。

（４）（１）から（３）までの規定にかかわらず、都道府県知事が当該市町村長

と協議の上あらかじめ指定する市町村で事業を実施する事業実施主体は、事

業実施計画を都道府県知事に提出するものとする。この場合、都道府県知事

は、当該市町村長に対し、提出された事業実施計画の写しを提供し、情報共

有に努めるものとする。
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（５）市町村が事業実施主体となる場合にあっては、市町村長は事業実施計画を

作成し、都道府県知事に提出するものとする。

（６）要綱第３の３の地域提案及び特認団体の協議は、要綱第３の２の協議の際

に併せて行うものとする。

３ 事業の着手・着工

平成29年４月１日から交付決定を受けるまでの間に着手・着工をした場合に

あっては、別紙様式第１号の都道府県事業実施計画の備考欄に着手・着工日を

記入するものとする。また、この場合において、事業実施主体は、交付決定を

受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は、自らの責任とすることを了知し

た上で行うものとする。

第３ 国の助成措置

（１）国は、都道府県に交付した交付金に不用額が生じることが明らかになった

ときは、交付金の一部若しくは全部を減額し、又は都道府県知事に対し、す

でに交付された交付金の一部若しくは全部の返還を求めることができるもの

とする。

（２）国は、都道府県に交付した交付金により実施した事業と同一の対象につい

て、東京電力株式会社から当該事業を実施した事業実施主体に賠償金が支払

われた際には、当該交付金の一部又は全部の返還を都道府県知事に求めるこ

とができるものとする。

第４ 事業実施状況の報告等

１ 要綱第６の１の生産局長等が別に定める事業実施状況報告は、推進事業にあ

っては別表３に規定する項目を、整備事業にあっては別表４に規定する項目を

含めて作成するものとする。

２ 要綱第６の３に定める報告は、目標年度（要綱別表のメニューの欄の１の

（２）の鳥獣被害防止活動及び２の（６）の鳥獣被害防止施設にあっては、事

業実施年度）の翌年度の９月末までに別紙様式２号及び５号により行うものと

する。

３ １及び２の作成に当たっての留意事項は、別記に定めるところによるものと

する。

４ 都道府県知事は、１の報告を受けた場合、その内容を検討し、必要に応じ、

事業実施主体に対して適切な措置を講じるものとする。

５ 国は、都道府県知事に対し、２に定める報告以外に、必要に応じ、事業実施

主体ごとの事業実施状況について、提出を求めることができるものとする。

第５ 対策の評価

１ 要綱第７の１の別に定める事業実施主体の評価報告は、推進事業にあっては

別表３に規定する項目を、整備事業にあっては別表４に規定する項目を含めて
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作成するものとする。

なお、次に掲げる事業の場合は、中間的な評価を以下のとおり実施するもの

とする。

（１）第１の１の（２）のイの（イ）のうち茶の優良品種系統等への改植の場合

並びに（ア）及び（ウ）の場合は、事業実施年度から３年目の翌年度

（２）第１の１の（２）のイの（イ）のうち果樹の優良品種系統等への改植・高

接の場合は、事業実施年度から４年目の翌年度

２ 都道府県知事は、要綱第７の２による点検評価を実施した結果、事業実施計

画に掲げた成果目標の全部又は一部が達成されていない場合には、当該事業実

施主体に対し、必要な改善措置を指導し、改善状況の報告をさせるものとする。

３ 地方農政局長（北海道にあっては生産局長等、沖縄県にあっては沖縄総合事

務局長、その他の都府県にあっては当該都府県の区域を管轄する地方農政局長

をいう。以下「地方農政局長等」という。）は、要綱第７の３の点検評価の結

果、事業実施計画に掲げた成果目標の全部又は一部が達成されていない場合に

は、都道府県知事に対して改善措置を提出させるものとする。

４ 要綱第７の２に定める地方農政局長等への報告は、目標年度の翌年度の９月

末までに別紙様式２号及び５号により行うものとする。

第６ 他の施策等との関連

本対策の実施に当たっては、「農山漁村の男女共同参画社会の形成に関する

総合的な推進について」（平成11年11月１日付け11農産第6825号農林水産省経

済局長、統計情報部長、構造改善局長、農産園芸局長、畜産局長、食品流通局

長、農林水産技術会議事務局長、食糧庁長官、林野庁長官、水産庁長官通知）

に基づく男女共同参画社会の形成に向けた施策の着実な推進に配慮するものと

する。

第７ 各取組ごとの実施方針及び留意事項

各取組ごとの実施方針及び実施に当たっての留意事項については別記に定め

るところとする。

第８ その他

本対策の実施に当たっては、「強い農業づくり交付金対象事業事務及び交付

対象事業費の取扱いについて」（平成17年４月１日付け16生産第8263号農林水

産省生産局長、総合食料局長、経営局長通知（以下「事務取扱」という。））

を準用するものとする。

なお、事業の着手・着工に係る取り扱いについては、第２の３によるものと

し、事務取扱の第１の５の規定は適用しないものとする。ただし、交付対象事

業に係る入札結果等については、事務取扱の別紙様式第１号に準じた報告を作

成し、都道府県知事に提出するものとする。
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附 則

この要領は、平成23年５月２日から施行する。

附 則

この改正は、平成23年９月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成23年12月６日から施行する。

附 則

１ この改正は、平成24年４月６日から施行する。

２ 平成23年度までに事業を実施した地区については、なお従前の例により

取り扱うものとする。

附 則

１ この改正は、平成25年５月16日から施行する。

２ 平成24年度までに事業を実施した地区については、なお従前の例により

取り扱うものとする。

附 則

１ この改正は、平成26年４月１日から施行する。

２ 平成25年度までに事業を実施した地区については、なお従前の例により

取り扱うものとする。ただし、東京電力株式会社からの賠償金支払に係る

事項については、この限りではない。

附 則

１ この改正は、平成27年４月９日から施行する。

２ 平成26年度までに事業を実施した地区については、なお従前の例により

取り扱うものとする。

附 則

（施行期日）

１ この通知は、平成27年10月１日から施行する。

（経過措置）

２ この通知による改正前の各通知（以下「旧通知」という。）の規定によ

り農林水産省生産局長（以下「生産局長」という。）がした処分、手続そ

の他の行為（以下「処分等」という。）は、この通知による改正後の各通

知（以下「新通知」という。）の相当規定により農林水産省生産局長、農
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村振興局長又は政策統括官（以下「生産局長等」という。）がした処分等

とみなし、旧通知の規定により生産局長に対してされた申請その他の行為

（以下「申請等」という。）は、新通知の相当規定により生産局長等に対

してされた申請等とみなす。

附 則

１ この改正は、平成28年４月１日から施行する。

２ 平成27年度までに事業を実施した地区については、なお従前の例により

取り扱うものとする。

附 則

１ この改正は、平成29年４月１日から施行する。

２ 平成28年度までに事業を実施した地区については、なお従前の例による。
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事
が
取
組
に
必
要
な
項
目
。

２
生
産
資
材
の
導
入
等

３
農
地
生
産
性
回
復
に
向
け
た
取
組

４
放
射
性
物
質
の
影
響
緩
和
対
策

ア
放
射
性
物
質
の
吸
収
抑
制
対
策

イ
放
射
性
物
質
に
よ
る
健
康
不
安
の

解
消
対
策

ウ
自
給
飼
料
生
産
・
調
製
再
編
支
援

エ
家
畜
改
良
体
制
再
構
築
支
援

オ
落
ち
葉
等
有
機
質
資
材
利
用
再
開
支

援
カ

公
共
牧
場
再
生
利
用
推
進

キ
汚
染
牧
草
・
牛
ふ
ん
堆
肥
等
処
理
の

推
進

別
表
２
（
整
備
事
業
の
事
業
実
施
計
画
）

メ
ニ
ュ
ー

事
業
実
施
計
画
に
記
載
す
べ
き
項
目

１
耕
種
作
物
小
規
模
土
地
基
盤
整
備

左
記
１
か
ら
５
ま
で
の
事
業
に
つ
い
て
共
通
し
て
以
下
の
項
目
と
す
る
。

２
飼
料
作
物
作
付
及
び
家
畜
放
牧
等
条
１

成
果
目
標
の
妥
当
性
に
関
す
る
項
目

件
整
備

別
紙
様
式
第
１
号
に
規
定
さ
れ
て
い
る
項
目
を
含
み
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

３
耕
種
作
物
共
同
利
用
施
設
整
備

２
成
果
目
標
の
達
成
に
向
け
た
推
進
体
制
づ
く
り
に
関
す
る
項
目

４
畜
産
物
共
同
利
用
施
設
整
備

成
果
目
標
の
達
成
の
た
め
、
関
係
機
関
が
一
体
と
な
っ
た
推
進
体
制
が
整
備
さ
れ
、
事
業
実
施

５
放
射
性
物
質
の
影
響
緩
和
対
策

主
体
に
お
い
て
推
進
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
自
給
飼
料
生
産
・
調
製
再
編
施
設
３

費
用
対
効
果
に
関
す
る
項
目

整
備

費
用
対
効
果
分
析
通
知
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
算
出
根
拠
も
合
わ
せ
て
記
載
又
は

（
２
）
農
業
系
副
産
物
循
環
利
用
体
制
再

添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

生
・
確
立
施
設
整
備

４
施
設
等
の
規
模
決
定
根
拠
に
関
す
る
項
目

施
設
等
の
規
模
を
決
定
す
る
際
は
、
整
備
す
る
施
設
等
の
利
用
計
画
及
び
既
存
の
施
設
の
利
用

状
況
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
規
模
決
定
根
拠
に
つ
い
て
具
体
的
な
数
値
を
用
い
て
記
載
す
る
も

の
と
す
る
。

５
整
備
す
る
施
設
等
の
貸
付
け
に
係
る
計
画
に
関
す
る
項
目

「
貸
付
対
象
・
受
益
農
家
戸
数
」
、
「
貸
付
期
間
」
、
「
管
理
の
役
割
分
担
」
等
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。

６
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
事
業
の
審
査
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
と
す
る
項
目
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６
鳥
獣
被
害
防
止
施
設

１
事
業
実
施
主
体
等
に
係
る
項
目

事
業
実
施
主
体
名
、
構
成
市
町
村
、
目
的

２
事
業
に
係
る
項
目

施
設
名
、
対
象
鳥
獣
、
事
業
費
、
負
担
区
分
、
受
益
戸
数
、
受
益
面
積

３
施
設
の
位
置
、
施
設
の
図
面
、
設
備
の
概
要
、
規
模
の
妥
当
性
、
利
用
計
画
、
維
持
管
理
及
び

費
用
対
効
果
分
析
に
関
す
る
項
目

４
成
果
目
標
に
係
る
項
目

成
果
目
標
に
関
す
る
事
項

５
地
域
指
定
に
係
る
項
目

過
疎
地
域
等
の
指
定
状
況

６
放
射
性
物
質
の
影
響
に
関
す
る
項
目
（
被
災
施
設
を
除
く
）

別
表
３
（
推
進
事
業
の
実
施
状
況
報
告
及
び
評
価
報
告
）

メ
ニ
ュ
ー

事
業
実
施
状
況
報
告
及
び
評
価
報
告
に
記
載
す
べ
き
項
目

１
リ
ー
ス
方
式
に
よ
る
農
業
機
械
等
の

別
紙
様
式
第
２
号
の
別
添
１
に
規
定
さ
れ
て
い
る
項
目
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
定
め
る

導
入

項
目
。

２
生
産
資
材
の
導
入
等

３
農
地
生
産
性
回
復
に
向
け
た
取
組

４
放
射
性
物
質
の
影
響
緩
和
対
策

ア
放
射
性
物
質
の
吸
収
抑
制
対
策

イ
放
射
性
物
質
に
よ
る
健
康
不
安
の

解
消
対
策

ウ
自
給
飼
料
生
産
・
調
製
再
編
支
援

エ
家
畜
改
良
体
制
再
構
築
支
援

オ
落
ち
葉
等
有
機
質
資
材
利
用
再
開
支

援
カ

公
共
牧
場
再
生
利
用
推
進
事
業

キ
汚
染
牧
草
・
牛
ふ
ん
堆
肥
等
処
理
の

推
進

別
表
４
（
整
備
事
業
の
実
施
状
況
報
告
及
び
評
価
報
告
）

メ
ニ
ュ
ー

事
業
実
施
状
況
報
告
及
び
評
価
報
告
に
記
載
す
べ
き
項
目

１
耕
種
作
物
小
規
模
土
地
基
盤
整
備

左
記
１
か
ら
５
ま
で
の
事
業
に
つ
い
て
共
通
し
て
以
下
の
項
目
と
す
る
。

２
飼
料
作
物
作
付
及
び
家
畜
放
牧
等
条
１

事
業
実
施
状
況
に
関
す
る
一
般
的
な
項
目

件
整
備

別
紙
様
式
第
２
号
の
２
に
規
定
さ
れ
て
い
る
項
目
を
含
み
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

３
耕
種
作
物
共
同
利
用
施
設
整
備

２
事
業
実
施
後
の
地
区
に
お
け
る
現
状
と
事
業
の
総
合
評
価
に
関
す
る
項
目

４
畜
産
物
共
同
利
用
施
設
整
備

事
業
実
施
後
の
地
区
に
お
け
る
現
状
と
事
業
の
総
合
評
価
を
幅
広
く
数
値
等
も
交
え
て
、
具
体

５
放
射
性
物
質
の
影
響
緩
和
対
策

的
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
１
）
自
給
飼
料
生
産
・
調
製
再
編
施
設
３

事
業
実
施
状
況
に
関
す
る
詳
細
な
項
目

整
備

小
規
模
土
地
基
盤
整
備
及
び
飼
料
作
物
作
付
・
家
畜
放
牧
等
条
件
整
備
に
あ
っ
て
は
「
作
付
面

（
２
）
農
業
系
副
産
物
循
環
利
用
体
制
再

積
及
び
作
付
率
」
、
共
同
利
用
施
設
整
備
に
あ
っ
て
は
「
利
用
量
」
、
「
利
用
率
」
、
「
収
支
差
」
、
「
収

生
・
確
立
施
設
整
備

支
率
」
及
び
「
累
積
赤
字
」
、
自
給
飼
料
生
産
・
調
製
再
編
施
設
整
備
に
あ
っ
て
は
「
利
用
量
」

及
び
「
飼
料
自
給
率
」
、
農
業
系
副
産
物
循
環
利
用
体
制
再
生
・
確
立
施
設
整
備
に
あ
っ
て
は
「
滞

留
状
況
」
に
つ
い
て
、
事
業
実
施
後
の
状
況
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

４
事
業
の
効
果
及
び
改
善
方
策
に
関
す
る
項
目

「
事
業
の
効
果
」
、
「
事
業
実
施
後
の
課
題
」
及
び
「
改
善
方
策
（
改
善
の
必
要
が
あ
る
場
合
）
」

に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

５
そ
の
他
事
業
実
施
状
況
報
告
に
必
要
な
項
目

６
鳥
獣
被
害
防
止
施
設

１
事
業
実
施
状
況
報
告
に
記
載
す
べ
き
項
目

（
１
）
事
業
実
施
主
体
に
係
る
項
目

事
業
実
施
主
体
名
、
構
成
市
町
村

（
２
）
推
進
体
制
に
係
る
項
目

推
進
体
制
の
整
備
状
況

（
３
）
事
業
内
容
に
係
る
項
目

施
設
の
概
要
、
事
業
費
、
維
持
管
理
状
況

（
４
）
成
果
目
標
に
係
る
項
目

成
果
目
標
に
関
す
る
事
項

２
評
価
報
告
に
記
載
す
べ
き
項
目

（
１
）
事
業
実
施
主
体
に
係
る
項
目

事
業
実
施
主
体
名
、
構
成
市
町
村

（
２
）
実
施
時
期
に
係
る
項
目

（
３
）
事
業
内
容
等
に
係
る
項
目

事
業
内
容
、
事
業
量

（
４
）
管
理
に
係
る
項
目

管
理
主
体
者

（
５
）
利
用
に
係
る
項
目

供
用
開
始
時
期
、
利
用
率

（
６
）
事
業
効
果
、
評
価
に
係
る
項
目

事
業
効
果
、
経
営
状
況
、
事
業
実
施
主
体
の
評
価
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別記

各取組ごとの実施方針及び実施に当たっての留意事項

第１ 共通事項

１ 周辺環境への配慮

共同利用施設の整備に当たっては、環境汚染、騒音等の公害・衛生問題等に留意す

るものとする。

特に、畜産施設の整備に当たっては、事業実施主体と、都道府県事業実施計画を作

成する都道府県知事及び市町村長など取組が実施される地域を管轄する行政当局が、

周辺住民との調整を必要とする範囲等を相談し調整するものとする。

２ 園芸用使用済みプラスチック等の適正処理

園芸用使用済みプラスチック等の適正かつ円滑な処理を推進するため、事業実施主

体は、事業実施地区等において、「産業廃棄物管理票制度の運用について」（平成13

年３月23日付け環廃産第116号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物

課長通知）、「園芸用使用済プラスチック適正処理に関する指導について」（平成７年

10月23日付け７食流第4208号農林水産省食品流通局長通知）等に基づき、組織的な

回収・処理体制の整備がなされるよう努めるものとする。

３ 周辺景観との調和

共同利用施設を整備する場合は、事業費の低減を図ることを基本としつつ、立地場

所の選定や当該施設のデザイン、塗装、事業名の表示等について、周辺景観との調

和に十分配慮するものとする。

４ 農業共済等の積極的活用

継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点から、事業実施主体及び事業の受益

者は、農業災害補償法（昭和22年法律第185号）に基づく農業共済（以下「農業共済」

という。）への積極的な加入に努めるものとする。

５ 環境と調和のとれた農業生産活動

整備事業を実施した事業実施主体は、「環境と調和のとれた農業生産活動規範につ

いて」（平成17年３月31日付け16生産第8377号農林水産省生産局長通知。以下「環境

と調和のとれた農業生産活動通知」という。）に基づき、原則として、事業実施状況

報告の報告期間中に１回以上、整備した施設等を利用する生産者から、点検シート

の提出を受けることなどにより、環境と調和のとれた農業生産活動が行われるよう

努めるものとする。

ただし、施設等を利用する生産者が不特定多数である等、点検シートの提出を受け

る農業者の特定が困難な場合は、この限りではない。
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６ 農山漁村における女性の参画の促進

本対策を実施する次の各号に掲げる事業実施主体は、女性の参画に関する事項を設

定している者、又は事業実施期間中に設定することが確実と見込まれる者とする。

（１）当該事業実施主体が都道府県又は市町村である場合は、農山漁村における女性の

社会参画及び経営参画の促進に関する数値目標

（２）当該事業実施主体が農業協同組合又は農業委員会である場合は、当該組織におけ

る女性の選出枠の設定その他女性の参画に関する数値目標

（３）当該事業実施主体が農業協同組合連合会又は農業協同組合中央会である場合は、

都道府県内の農業協同組合における女性の選出枠の設定その他女性の参画に関す

る数値目標

（４）当該事業実施主体が都道府県農業会議である場合は、都道府県内の農業委員会に

おける女性の選出枠の設定その他女性の参画に関する数値目標

７ 飼料自給率の向上

乳用牛及び肉用牛を対象とした畜産振興に係る整備事業（畜産環境及び畜産物の処

理・加工・流通関連施設に係るものを除く。）を実施する事業実施主体は、「畜産関

連事業における飼料自給率向上計画の策定について」（平成18年３月31日付け17生畜

第2867号農林水産省生産局長通知）に基づき、飼料自給率向上計画を策定している

こと又は事業実施期間中に策定することが確実と見込まれることとする。

８ 耕作放棄地対策の推進

本事業を実施する事業実施主体が所在する市町村又は主たる受益地の市町村は、そ

の市長村の区域内において、荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領（平成20

年４月15日付け19農振第2125号農村振興局長通知）に基づきＡ分類（再生利用が可

能な荒廃農地）に区分された荒廃農地を積極的に新規就農総合支援事業実施要綱（平

成24年４月６日付け23経営第3543号農林水産省事務次官依命通知）第５に定める「人

・農地プラン」に位置づけ、地域農業の中心となる経営体や新規就農者、農業算入

企業等と結びつける取組を積極的に推進するよう努めるものとする。

９ 配合飼料価格安定制度への加入促進

本対策における生乳、牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、馬及び特用家畜、飼料増産、畜産

周辺環境影響低減及び草地環境基盤整備対策を対象とする取組の受益者のうち配合

飼料を購入している者又は団体（以下「畜産経営者」という。）は、配合飼料価格安

定対策事業実施要綱（昭和50年２月13日付け50畜Ｂ第302号農林事務次官依命通知）

に定める配合飼料価格安定基金（以下「基金」という。）が定める業務方法書に基づ

く配合飼料の価格差補填に関する基本契約及び配合飼料の価格差補填に関する毎年

度行われる数量契約（本項において「契約」という。）の締結を継続するものとする。

また、前年度末時点において基金との契約を締結していない畜産経営者にあっては
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基金との契約を締結するよう努めるものとする。

10 交付対象事業の公表

本対策の適正実施と透明性の確保を図るため、都道府県知事は、交付対象事業が完

了し、東日本大震災農業生産対策交付金交付要綱（平成23年５月２日付け23生産第

722号農林水産事務次官依命通知。）第６に基づく地方農政局長等への実績報告書の

提出により交付金の額が確定した場合、実施した交付対象事業の概要について、都

道府県のホームページへの掲載等により、公表を行うものとする。

11 ＰＦＩ法の活用

本対策により、地方公共団体が公益的施設を整備する場合は、民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）の活用に努め

るものとする。

12 推進指導等

（１）都道府県知事（都道府県が事業実施主体である場合にあっては、地方農政局長等。

（２）において同じ。）は、事業実施主体の代表者、役員、職員等が、本対策の実施

に関連して不正な行為をし、又はその疑いがある場合においては、事業実施主体に

対して当該不正な行為等に関する真相及び発生原因の解明並びに再発防止のための

是正措置等、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。

（２）都道府県知事は、（１）に該当する事業実施主体が新たに本対策の実施を要望する

場合、事業実施主体から報告を受けた当該不正行為等の真相及び発生原因、事業実

施主体において講じられた再発防止のための是正措置等の報告内容が、本対策の適

正な執行を確保する上で不十分であると認められるときは、当該事業を行わないも

のとする。

13 管理運営

（１）管理運営

事業実施主体は、本対策により交付金を受けて整備した施設等を、常に良好な状

態で管理し、必要に応じて修繕等を行い、その設置目的に即して最も効率的な運

用を図ることで適正に管理運営するものとする。

（２）管理委託

施設等の管理は、原則として、事業実施主体が行うものとする。

ただし、事業実施主体が施設等の管理運営を直接行い難い場合には、原則として、

実施地域に係る団体であって、都道府県知事が適当と認める者に、整備目的が確

保される場合に限り、管理運営をさせることができるものとする。

（３）指導監督

都道府県及び市町村は、本対策の適正な推進が図られるよう、事業実施主体の長

（管理を委託している場合は管理主体の長。）に対し、適正な管理運営を指導する
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とともに、事業実施後の管理運営、利用状況及び事業効果の把握に努めるものと

する。

また、都道府県知事は、関係書類の整備、施設等の管理、処分等において適切な

措置を講じるよう、十分に指導監督するものとする。

（４）交付金の経理の適正化

交付金に係る経理は、「都道府県の事務費に対する補助金の経理の適正化につい

て」（平成７年11月20日付け７経第1741号農林水産事務次官依命通知）により厳正

に行うものとする。

（５）対策名等の表示

本対策により整備した施設等には、本対策名等を表示するものとする。

14 土壌分析

土壌分析を実施する場合は、「農業分野の土壌分析が補助事業等の要件又は

補助対象となっている場合の取扱いについて」（平成26年２月26日付け25生産

第3105号、25生産第3106号、25生産第3107号、25生産第3108号、25生産第3109

号、25生産第3110号、25生畜第2004号、25生畜第2005号農林水産省生産局総務

課長、農産部穀物課長、園芸作物課長、地域作物課長、技術普及課長及び農業

環境対策課長並びに畜産部畜産企画課長及び畜産振興課長通知）により、計量

法（平成４年法律第51号）との整合を図るものとする。
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第３ 整備事業Ⅰ（要綱別表のメニュー欄の２の（５）のイ及び（６）を除く。）

要綱別表のメニューの欄の２の（１）から（５）のアまでの整備事業について

は、 以下により実施するものとする。

１ 取組の概要

本事業の取組は、以下に掲げるものとする。

（１）東日本大震災で被災した農業用施設等の機能の復旧及びこれに伴う共同利

用施設の整備等

（２）汚染稲わら等給与県における牛肉の放射性物質検査の実施体制の強化及び

これに伴う畜産物共同利用施設の整備、自給飼料の生産・調製の再編に伴う

共同利用施設の整備

（３）放射性物質の影響による生産力・販売力の低下からの回復に資する施設の

機能高度化対策及び再編整備対策（特定被災地方公共団体又は特定被災区域

における農業の復旧・復興に資する取組であって、避難区域等（原子力災害

対策特別措置法（平成11年法律第156号）（以下「原災法」という。）第20条

第２項に基づく指示により設定された平成26年４月１日における避難指示解

除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域等のことをいう。）及び旧避難

区域等（原災法第20条第２項に基づく指示により解除された区域並びに原災

法第20条第３項に基づく指示により設定及び解除された区域等をいう。）に

おける円滑な営農再開の推進に資するものに限る。）

２ 取組の実施基準等

（１）事業の実施基準

ア 事業実施主体が、東日本大震災からの復旧等を国の助成により、実施中

又は既に終了しているものは、本対策の交付対象外とする。

イ 事業の実施にあっては、関係機関が一体となった推進体制が整備されて

いるものとする。

ウ 交付対象事業費は、本対策の実施地域の実情に即した適正な現地実行価

格により算定するものとし、整備事業の規模については、それぞれの目的

に合致するものでなければならないものとする。

また、事業費の積算等については、「補助事業の効率的な実施について」

（昭和55年４月19日付け55構改Ａ第503号農林水産省構造改善局長、農蚕

園芸局長、畜産局長、食品流通局長通知）及び「過大積算等の不当事態の

防止について」（昭和56年５月19日付け56経第897号農林水産大臣官房長

通知）によるものとする。

エ 整備事業を実施した事業実施主体は、別記第１の５にかかわらず、以下

の施設等については、事業実施状況報告の報告期間中に１回以上、整備し

た施設等を利用する農業者から、点検シートの提出を受け、点検を実施し

た旨を確認するものとする。

（ア）要綱別表のメニューの欄の２の整備事業の（１）

（イ）要綱別表のメニューの欄の２の整備事業の（２）のうち飼料増産に係
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るもの

（ウ）要綱別表のメニューの欄の２の整備事業の（３）

（エ）要綱別表のメニューの欄の２の整備事業の（４）のうち畜産生産基盤

育成強化及び飼料増産に係るもの

（オ）要綱別表のメニューの欄の２の整備事業の（５）のア

オ 共同利用施設の整備に当たっては、都道府県知事は、一個人に受益がと

どまるような事業計画が策定されないよう、事業実施主体に対して周知徹

底し、実施計画の審査等においても留意するものとする。

カ 事業参加者が、事業開始後にやむを得ず５戸に満たなくなった場合は、

新たに参加者を募ること等により、５戸以上となるように努めるものとす

る。

キ 都道府県知事は、要綱第６の２による点検及び第７の２による点検評価

を実施した結果、整備事業において導入した施設等が当初の事業実施計画

に従って適正かつ効率的に運用されていないと判断される場合（（ア）又

は（イ）に掲げる場合等）にあっては、当該事業実施主体に対し、必要な

改善措置を指導するものとする。

なお、改善措置については、別記様式２号に定める改善計画を作成させ

るとともに、改善計画の達成が見込まれるまでの間、改善状況の報告をさ

せ、強力に指導するものとする。

（ア）施設等の利用率、作付率及び稼働率のうちいずれかが70％未満の状況

が３年間継続している場合

（イ）処理加工施設において収支率が80％未満の状況が３年間継続している

場合

ク 整備事業で実施する共同利用施設の整備は、原則として、新品、新築又

は新設によるものとし、耐用年数がおおむね５年以上のものとする。

また、東日本大震災により被災した共同利用施設の補修及び修繕（附帯

施設のみの補修及び修繕を含む。）を実施できるものとする。これらの場

合、耐震補強工事を併せて行うことができるものとする。

また、既存の施設及び資材の有効利用並びに事業費の低減等の観点から、

当該対策実施地区の実情に照らし適当な場合には、増築、併設等、合体施

行若しくは、直営施行又は古品、古材若しくは間伐材の利用を推進するも

のとする。

なお、原則として、この場合の古品及び古材については、新資材等と一

体的な施工及び利用管理を行う上で不都合のない適正な耐用年数を有する

ものとする。

このほか、資材の選定に当たっては、「森林・林業基本計画」（平成23

年７月26日閣議決定）の趣旨を踏まえた木材の利用を考慮の上、適切な選

定を行うものとする。

ケ 共同利用施設の整備のための計画策定における能力及び規模は、アンケ
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ート調査等により、農業者の共同利用施設の利用に関する意向を把握し、

個別農業者等の施設の保有状況及び利用継続が見込まれる年数等を明らか

にすることにより適切な能力及び規模の決定を行うものとする。

コ 共同利用施設の整備に当たっては、産地の実情及び担い手動向に即し、

担い手を目指す農家及び生産組織の育成に資するよう最適な運営の方式及

び規模とするよう次に掲げる事項に留意するものとする。

（ア）担い手を目指す農家及び生産組織の計画と十分調整を行うとともに、

運営については、これらの意向が反映されるよう、これらが積極的に参

画し、又は運営の主体となるよう努めるものとする。

（イ）必要に応じ、共同利用施設の利用率の向上及び処理量の増大が図られ

るよう適正な品種の組合せ、作期の分散等に配慮するとともに、農産物

の処理加工に当たっては、農産物の処理・加工技術、製品の商品性を含

む市場調査、販売方法等についても十分な検討を行うものとする。

サ 共同利用施設の整備に伴う用地の買収若しくは賃借に要する経費又は補

償費は、要綱及び本要領に定めがないものについては、交付の対象外とす

るものとする。

また、施設の機能回復に伴う、被災した施設の撤去（施設の一部を撤去

する場合も含む。）に係る費用を交付対象とする。

なお、共同利用施設の整備にあたり、必要な場合は、建設用地の造成費

についても交付対象とする。

シ 事業実施主体以外の者に貸し付けることを目的として共同利用施設を整

備する場合については、次によるものとする。

（ア）貸付けの方法、貸付けの対象となる者等については、都道府県知事と

協議するものとし、当該事項について変更する場合にあっても同様とす

る。

（イ）事業実施主体は、原則として、地方公共団体、農業協同組合連合会、

農業協同組合、公社（地方公共団体が出資している法人をいう。以下同

じ。）及び土地改良区に限るものとする。

（ウ）当該施設の受益戸数は、原則として、５戸以上とする。

（エ）事業実施主体が賃貸料を徴収する場合は、原則として、「事業実施主

体負担（事業費－交付金）／当該施設の耐用年数＋年間管理費」により

算出される額以内であることとする。

（オ）貸借契約は、書面によって行うこととする。

なお、事業実施主体は、賃借契約に明記した事項が利用者又は自らと

競争関係にある者に制約を加えることのないよう留意するものとする。

ス 果樹について、当該都道府県において、対象品目に係る果樹収穫共済の

引き受けが行われている場合にあっては、受益地区の対象品目の果樹収穫

共済の加入率が当該都道府県平均以上であること又は当該都道府県平均以

上となることが確実と見込まれること。
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また、野菜、果樹又は花きについて、共済引受対象となる生産技術高度

化施設を整備する場合にあっては、園芸施設共済への加入が確実と見込ま

れること。

セ うんしゅうみかん及びりんごを対象とする場合については、果実等生産

出荷安定対策実施要綱（平成13年４月11日付け12生産第2774号農林水産事

務次官依命通知）第２の１に基づき、需給調整の適切な推進のため、生産

出荷目標の配分を受けている地域において優先的に実施するよう配慮する

ものとする。

ソ 海外に向けた販路拡大に係る整備事業を実施する場合にあっては、事業

実施主体は、海外に向けた販路拡大に係る情報収集、マーケティング調査、

テスト輸出等を行い、海外に向けた販路拡大が確実と見込まれること。

また、高品質な食肉等を海外に輸出するために必要な施設整備を実施す

る場合にあっては、輸出に係る施設を輸出先国の衛生条件等に合致させる

とともに、生産から処理・加工、販売までの各段階における輸出体制の整

備が確実であると見込まれること。

タ 小規模公害防除を目的とした土壌土層改良については、次のいずれかに

該当する地域において実施できるものとする。

（ア）農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和45年法律第139号。以

下「農用地土壌汚染防止法」という。）第３条第１項の規定に基づき指

定された農用地土壌汚染対策地域（農用地土壌汚染対策地域に隣接する

地域であって、当該農用地土壌汚染対策地域に準じて一体として事業を

施行することが必要と認められる地域を含む。）であって、農用地土壌

汚染防止法第５条の規定に基づく農用地土壌汚染対策計画を策定してい

るもの

（イ）「カドミウムによる環境汚染暫定対策要領」（昭和44年９月11日付け

環公公第9098号厚生省環境衛生局長通知）３－３－２に掲げる地域であ

って、農用地土壌汚染防止法第５条の規定に基づく農用地土壌汚染対策

計画に準じた計画を策定している地域

（ウ）公害健康被害の補償等に関する法律施行令（昭和49年政令第295号）

別表第２に掲げる地域であって、農用地土壌汚染防止法第５条の規定に

基づく農用地土壌汚染対策計画に準じた計画を策定している地域

チ 飼料生産に係る取組を実施する場合には、事業実施地域において、飼料

増産に係る推進計画が作成されているか、又は作成されることが見込まれ

る市町村の区域内若しくは都道府県知事が適当と認める市町村の区域内で

あることとする。

ツ 耕種作物を対象とした整備事業を実施する事業実施主体は、原則として、

事業実施状況の報告期間中に１回以上、整備した施設等を利用する生産者

から記録済みの農業生産工程管理のチェックシートの提出を受けることな

どにより、農業生産工程管理の導入が図られるよう努めるものとする。
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ただし、施設等を利用する生産者が不特定多数である等、チェックシー

トの提出を受ける生産者の特定が困難な場合は、この限りではない。

また、事業等の事業実施主体あたりの当該農業者の数が多数に及ぶ場合

等においては、そのうち一定割合を抽出して確認する方法でもよいことと

する。

（注）農業生産工程管理とは、農業生産活動を行う上で必要な関係法令等

の内容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正

確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動のこと

をいう。

テ 稲、麦、大豆等の共同利用施設の整備にあたっては、本要領によるもの

とするが、本事業の実施計画は、別紙様式６号及び別紙様式７号により作

成するものとする。
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（２）事業実施主体

ア 農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業団体及

びその他農業者の組織する団体が事業実施主体となる場合には、当該事業

実施主体は、事業実施及び会計手続を適正に行いうる体制を有していなけ

ればならないものとする。

イ 要綱別表の事業実施主体の欄の１の（12）の「生産局長等が別に定める

消費者団体」とは、消費者の権利・利益の擁護・維持を目的又は活動内容

に含み、消費者によって自主的に組織された団体及びこれに準ずる団体で、

消費者のための活動を恒常的に行っている民間団体（企業・業界団体は除

く。）であって、次の要件をすべて満たす団体とする。

（ア）名称、事務所、会員、役員の構成、事業運営、会計年度等について規

定された規約等により適正な運営が行われていること。

（イ）営利を目的としないものであること。

（ウ）宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを

目的とするものでないこと。

（エ）政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とす

るものでないこと。

（オ）特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する

公職をいう。）の候補者（当該候補者になろうとするものを含む。）若

しくは公職にあるものを又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

することを目的とするものでないこと。

（カ）構成人数が原則として20人以上の団体であること。

ウ 要綱別表の事業実施主体の欄の１の（12）の「生産局長等が別に定める

市場関係者」とは、次に掲げるものとする。

（ア）中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者であって、地方公共団体又は

第３セクターによって構成されているもの。

（イ）卸売業者、仲卸業者、売買参加者、農業者団体で構成する団体又は協

議会（会則等の定めがあるものに限る。）であって、営利を目的としな

いもの。

エ 要綱別表の事業実施主体の欄の１の（15）の民間事業者は、次の要件を

満たすものとする。

地域有機資源（下水汚泥等有害成分を含むおそれの高い資源は除く。た

だし、有害成分の除去に有効と認められる処理が行われている場合は、こ

の限りではない。）由来の肥料を生産し、又は、生産しようとするもので、

地区内の農業者に供給している、又は供給することが確実であること。

オ 要綱別表の事業実施主体の欄の１の（16）の特認団体は、次のとおりと

する。

（ア）農業協同組合又は農業協同組合連合会が株主となっている株式会社で

あって、これらの者が有する議決権及び地方公共団体が有する議決権の
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合計がその会社の総株主の議決権の過半数であるもの。

（イ）その他事業目的に資するものとして都道府県知事から協議のあった団

体

（３）交付率

要綱別表の交付率の欄のただし書の生産局長等が別に定める率は、農用地

土壌汚染防止法第３条第１項の規定の基づき指定された農用地土壌汚染対策

地域（農用地土壌汚染対策地域に隣接する地域であって、当該農用地土壌汚

染対策地域に準じて一体として事業を施行することが必要と認められる地域

を含む。）であって、同法第５条に基づく農用地土壌汚染対策計画を策定し

ているものにおいて、小規模公害防除の取組を実施する場合とし、交付率を

事業費の20分の11以内とするものとする。

（４）園芸用施設に係る補助対象経費

農業共済への加入が基本である園芸用施設については、受益農家及び事業

参加者の農業共済への加入状況にかかわらず、該当補助対象経費は、次の算

式により計算するものとする。

補助対象経費＝園芸施設及び附帯施設の整備費用－共済金相当額

上記算式の共済金相当額については、園芸用施設及び附帯施設それぞれに

ついて、次式により計算し、千円未満を切り捨てた額の合計とする。

（ア）園芸用施設

共済金相当額＝被害を受けた園芸用施設の標準価格

×被害を受けた園芸用施設の設置面積

×被害を受けた園芸用施設の時価現有率（下表）

×付保割合（０．８）

なお、被害を受けた園芸用施設の標準価格は、ガラスハウスにあっては

18,655円／㎡、プラスチックハウス（Ⅳ・Ⅴ類）にあっては7,702円／㎡、

その他のハウスにあっては1,800円／㎡とする。

ただし、新たに整備する園芸用施設の設置面積が、営農体系の見直し等

により被害を受けた園芸用施設の設置面積を下回る場合にあっては、被害

を受けた園芸用施設の設置面積を当該新たに整備する園芸用施設の設置面

積に読み替えて算出するものとする。

（イ）附帯施設

共済金相当額＝被害を受けた附帯施設の再取得価額

×被害を受けた附帯施設の時価現有率（下表）

×付保割合（０．８）
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特定園芸施設及び附帯施設の時価現有率表

経過年数 ガラスハウス 左記以外のハ

プラスチックハウス ウス

（Ⅳ・Ⅴ類） 附帯施設

１年未満 100% 100%

１年以上 ２年未満 95 84

２ 〃 ３ 〃 90 68

３ 〃 ４ 〃 85 52

４ 〃 ５ 〃 80 36

５ 〃 ６ 〃 75 20

６ 〃 ７ 〃 70 以下同じ

７ 〃 ８ 〃 65

８ 〃 ９ 〃 60

９ 〃 １０ 〃 55

１０ 〃 １１ 〃 50

１１ 〃 １２ 〃 44

１２ 〃 １３ 〃 38

１３ 〃 １４ 〃 32

１４ 〃 １５ 〃 26

１５年以上 20

ただし、新たに設置する附帯施設の規模が、営農体系の見直し等により

被害を受けた附帯施設の規模を下回る場合にあっては、被害を受けた附帯

施設の再取得価額を当該新たに整備する附帯設備の取得価額に読み替えて

算出するものとする。

（５）採択要件

ア 実施要領第１の１の（１）の成果目標の基準を満たすこと。

イ 要綱別表の採択要件の欄の１の（１）の定めにかかわらず、都道府県知

事が特に必要と認める場合にあっては、３戸以上であれば事業実施主体と

して認めることができる。

ただし、事業実施主体が農業者等の組織する団体である場合において、

次のいずれかの要件を満たす場合にあっては、３戸未満であっても事業実

施主体として認めることができる。この場合にあっては、事業実施主体は、

事業実施計画に別記様式１号の事業実施主体要件適合確約書（特定農業法

人用又は農地所有適格法人用）を添付するものとする。

（ア）事業の実施計画策定時に、特定農業法人（農業経営基盤強化促進法（昭

和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。）第23条第４項に規定

する特定農業法人をいう。以下同じ。）であって、次の要件を全て満た

すものであること。
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なお、ｃ及びｄの目標年は、事業実施年度からおおむね３年後とする。

ａ 本事業終了後５年間引き続き特定農業法人であるか、基盤強化法第

23条第４項の農用地の利用の集積を行うこと。

ｂ 特定農用地利用規程（基盤強化法第23条第７項に規定する特定農用

地利用規程をいう。以下同じ。）の農用地の利用の集積目標及びその

達成のためのプログラムが設定されていること。

ｃ 特定農用地利用規程の区域で生産する農畜産物の取扱高が当該法人

の農畜産物の取扱高全体の過半を占める目標及びその達成のためのプ

ログラムが設定されていること。

ｄ 当該法人の行う農業に常時従事する者を３人以上雇用する目標及び

その達成のためのプログラムが設定されていること。

（イ）事業の実施計画策定時に、地方公共団体、農業協同組合又は農業協同

組合連合会が構成員となっており、かつ、これらの者が議決権又は出資

総額の過半を占めている農地所有適格法人（農地法（昭和27年法律第22

9号）第２条第３項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。）

であって、次の要件を全て満たすものであること。

なお、ｂ及びｃの目標年は、事業実施年度からおおむね３年後とする。

ａ 離農希望者又は営農を中止する者からその所有する農用地、機械、

施設等の経営資産を継承して欲しい旨の申出があった場合に、当該法

人がその経営資産を継承すること。

ｂ 当該法人の受益区域で生産する農畜産物の取扱高が当該法人の農畜

産物の取扱高全体の過半を占める目標及びその達成のためのプログラ

ムが設定されていること。

ｃ 当該法人の行う農業に常時従事する者を３人以上雇用する目標及び

その達成のためのプログラムが設定されていること。

ウ 実施要綱別表の採択要件の欄の１の（４）の生産局長等が定める場合と

は、小規模公害防除を実施する場合とする。

ただし、（６）の耕種作物小規模土地基盤整備のうち土壌土層改良のな

お書きにより土壌土層改良（Ⅱの第３の２の(１)のタの地域において実施

するものに限る。）と併せて行うことが技術的又は経済的に必要かつ妥当

と認められ、同地域の区域外で実施するほ場整備（区画整理及びこれに附

帯する事業をいう。）及びかんがい用用排水施設の新設又は改修について

は、費用対効果の算定を行うものとする。

エ 要綱別表の採択要件の欄の１の（５）に定める総事業費に満たない場合

にあっても、要領第１の３に定める費用対効果分析を実施し、都道府県知

事が、地域の実情により必要と認めた場合にあっては、当該事業を実施で

きるものとする。
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